
義務対象者（特定供給事業者）以外も

制度へ参加することができます。

環境性能の高い建築物の普及に取り組む

意欲的な事業者様を大募集中です！

任意参加のご案内任意参加のご案内

詳細は裏面をご確認ください。

メリッ
ト

1

優れた取組み結果が公表されることで

認知度向上に寄与します
基準への適合状況が東京都のHPで公表さ
れるため、信頼性・認知度向上に寄与し、自社
の取組を広くPRすることができます。

メリッ
ト

2

本制度への任意参加を条件とした

各種助成金の活用が可能です
本制度への任意参加を条件に、各種助成金
を活用いただけます。

東京都  建築物環境報告書制度

任意参加のメリット



https://www.kankyo.metr
o.tokyo.lg.jp/climate/gree
n_housing

⚫制度に関するHP

クール・ネット東京 総合相談窓口
 03-5990-5236

（受付時間：平日午前９時～午後５時）

東京都環境局気候変動対策部

環境都市づくり課
 03-5388-3515

⚫支援策に関するHP
https://www.kankyo.metr
o.tokyo.lg.jp/climate/sola
r_portal/subsidy/

東京都建築物環境報告書制度 任意参加のご案内

建築物環境報告書制度とは

⚫ 供給規模が一定以上のハウスメーカー等に、新築
住宅等への太陽光発電設備の設置や、断熱・省エ
ネ性能の確保等を義務付ける制度です。

任意参加のメリット

メリット

1
優れた取組み結果が公表されることで

認知度向上に寄与します

⚫ 各社の基準への適合状況は、制度に参加する全事業者が、一覧表として東
京都のHPで公表されます。

⚫ 自社の環境性能に関する優れた取組み結果が公表されることで、取組を幅
広くPRすることが可能となり、信頼性や認知度の向上に寄与します。

メリット

2
本制度への任意参加を条件とした

各種助成金の活用が可能です
⚫ 本制度への任意参加を条件に、住宅モデルの開発等に関する取組等に対す
る支援など、各種助成金を活用いただけます。

事業名 助成対象 助成金額

環境性能向上支援事業
本制度に対応した住宅モデルの
開発及び改良等に関する取組

助成対象経費の2/3
（最大3,000万円）

設計・施工技術向上
支援事業

環境性能の高い住宅の設計・施工技術向上
に資する取組

助成対象経費の2/3
（最大200万円）

特定供給事業者再エネ設
備等設置支援事業

太陽光発電設備や蓄電池等の
再エネ設備等の設置経費を一括で補助

太陽光発電設備 
10万円/kW 等

それぞれ交付申請受付期間や予算の上限があります。詳細は下記「支援策に関するHP」をご確認ください。

⚫ 都内に建設等する中小規模建築物※の延べ面積の合計が2万㎡以上のハウ
スメーカー等が義務対象者となりますが、延べ面積の合計が２万㎡未満で
あっても、制度への任意参加等が可能です。

お問合せ先・ホームページ

※延べ面積2,000㎡未満の住宅・建築物

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/subsidy/
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/subsidy/
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